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１．組織の概要

  １）名称及び代表者名
吉田 洋平

  ２）所在地
      本社 🏣869-3205  熊本県宇城市三角町波多２８８６番地９
      倉庫 🏣869-3204  熊本県宇城市三角町中村９４

  ３）事業内容
⑴ 建設業（特定建設業）    熊本県知事許可43-000084号
 土木一式工事業 とび土工工事業
 管工事業 ほ装工事業
 しゅんせつ工事業 水道施設工事業
 解体工事業

⑵ 産業廃棄物収集運搬業   熊本県知事許可第04300196180号

  ４）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
  副社長
  事務局

TEL 0964-53-1373 FAX 0964-53-1541
URL：http://www.sanshu-k.co.jp

  ５）事業規模
⑴会社設立
⑵資本金 6000万円
⑶事業年度 9月1日 〜 8月31日
⑷売上高 16億9百万円
⑸従業員数 29名

  ６）対象範囲 全組織 ・ 全活動  内のすべて

環 境 管 理 責 任 者
連 絡 担 当 者

三洲建設 株式 会社  代表取締役

（自社施工現場運搬のみ）

1964(昭和39)年9月

− ２ −

http://www.sanshu-k.co.jp


２．実施体制図
〜 事 務 所 〜

・環境経営に関する統括責任者
・環境方針を定める
・環境管理責任者を任命する
・環境経営システムの実行に必要な人材･資金･設備等を準備する
・全体の評価と見直しを実施する
・システムの構築、維持、運用、管理
・全従業員に対する周知、教育の実施
・取組実績状況を確認･分析し、運用状況を代表者に報告
・法規制等の遵守事項の確認
・環境管理責任者の補佐、システム運営上の事務管理
・環境活動レポートの文書作成、ホームページ等による公開
・環境コミュニケーション窓口
・環境方針の理解し、環境活動の重要性を認識する
・システムを理解し参加して、自主的かつ積極的に環境活動を実施する

環境管理責任者

代 表 者

営 業 部工 事 部総 務 部

事 務 局

〜 建 設 現 場 〜

全 従 業 員

全 従 業 員

協 力 会 社
下 請 等 の

役 割 ・ 責 任 ・ 権 限

代 表 者

環境管理責任者

事 務 局

− ３ −



３．環境経営方針

 1 ） 環 境 経 営 理 念
  三洲建設株式会社は、建設業として地域社会のインフラ整備及び維持保全活動を

 行う中で、環境経営システムの継続的改善を図り、地球環境に配慮した工事や

 環境負荷低減に貢献する活動を推進していきます。

 ２ ） 行 動 指 針 
 １．以下の項目に環境目標を設定し、取り組みます。

   ① 電力使用及び運搬車両・重機等で使用する燃料消費に伴う二酸化炭素排出量の削減

   ② 廃棄物の削減・リサイクル活動の推進

   ③ 日常的な節水による水使用量の削減

   ④ 地域社会への貢献

   ⑤ グリーン購入の推進

   ⑥ 環境に配慮した施工の実施

 2．環境関連法規、条例その他の規則を遵守します。

 3．この環境方針を全従業員に周知し、環境保全への意識向上に努めます。

制定 2020年 6月 30日

三洲建設株式会社

代表取締役　吉田洋平

大 地 に 残 る 造 形 と 、 人 に 残 る 記 憶 を 大 切 に 。

− ４ −



４．環境経営目標（中期）
事業年度：9月〜翌年8月

基準年

2022年9月〜
2023年8月

2023年9月〜
2024年8月

2024年9月〜
2025年8月

2025年9月〜
2026年8月

㎏-CO2 412,204 408,082 404,001 399,961

事務所 kWh 11,457 11,342 11,229 11,117

倉庫 kWh 1,371 1,357 1,344 1,330

現場 kWh 127,163 125,891 124,632 123,386

事務所 L 8,839 8,751 8,664 8,577

現場 L 22,644 22,418 22,194 21,972

L 103,116 102,085 101,064 100,053

事務所 L 1,601 1,585 1,569 1,553

現場 L 594 588 582 576

事務所 kg 120 119 118 116

現場 kg 90 89 88 87

事務所 ｍ3 27 27 26 26

現場 ｍ4 10 10 10 10

％ 100 100 100 100

品目 104 105 106 107

回 3 3 3 3

 ※ 電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力発表2023年調整後0.402(㎏-CO2/kWh)を使用

目 標（前年比-1％）

環境経営目標 単位

環境に配慮した地域貢献活動

産業廃棄物リサイクル率

二酸化炭素排出量の削減

電気使用量の削減 ※

ガソリン使用量の削減

灯油使用量の削減

グリーン購買の推進

2023年度

液化石油ｶﾞｽ(LPG)使用量の削減

水使用量の削減

2024年度 2025年度2022年度

軽油使用量(現場)の削減

− ５ −



５．環境経営目標の実績
１）2023年9月〜2024年8月

基準値

実績値 目標値 実績値
2022年9月〜
2023年8月

2023年9月〜
2024年8月

2023年9月〜
2024年8月

79.3%
△

104.3%
◎

135.5%
◎

130.9%
◎

110.1%
◎

94.6%
◎

67.8%
△

118.0%
◎

1960.2%
◎

27000.0%
◎

使用なし
◎

126.1%
◎

990.0%
◎

100.0%
◎

92.3%
○

達成状況 ×･･･50%未満かつ責任者の判断により(是正措置の対象は、現場の判断によるものとする)
△･･･50％以上85%未満 〇･･･85%以上100%未満 ◎･･･100%以上         

 ※ 電力の二酸化炭素排出係数は、九州電力発表2023年調整後 0.402(㎏-CO2/kWh)を使用

事務所
灯油使用量の削減

軽油使用量(現場)の削減

ｍ3

事務所

倉庫
水使用量の削減

グリーン購買の推進

産業廃棄物のリサイクル率

現場 594

液化石油ｶﾞｽ(LPG)使用量の削減

事務所

現場

103,116

品目

％

ｍ3

L

L

L

10

kg

kg

119120

90 89

1,601

27

100

105104

100

27

10

1,343

150,580102,085

1,585

588

97

100

21

30

1

0.44

0

現場

倉庫

事務所

電気使用量の削減 ※

23,698

7,9458,751

22,41822,644

8,839L

L現場

事務所
ガソリン使用量の削減

127,163

1,371

11,457kWh

kWh

kWh

前年比-1％

項目 単位
達成状況

514,852408,068412,190㎏-CO2二酸化炭素排出量の削減

96,181

1,002

10,87211,342

1,357

125,891

− ６ −



基準年

2020年9月〜
2021年8月

実績数値 前年比 実績数値 前年比 実績数値 前年比

㎏-CO2 314,319 296,282 94.3% 412,190 139.1% 514,852 124.9%

事務所 kWh 12,509 11,104 88.8% 11,457 103.2% 10,872 94.9%

倉庫 kWh 1,145 866 75.6% 1,371 158.3% 1,002 73.1%

現場 kWh 63,515 71,389 112.4% 127,163 178.1% 96,181 75.6%

 電力の        
二酸化炭素排出係数

0.479

事務所 L 9,268 8,361 90.2% 8,839 105.7% 7,945 89.9%

現場 L 22,757 23,874 104.9% 22,644 94.8% 23,698 104.7%

L 75,666 69,992 92.5% 103,117 147.3% 150,580 146.0%

事務所 L 2,363 2,107 89.2% 1,601 76.0% 1,343 83.9%

現場 L 675 384 56.9% 0 0.0% 30 #DIV/0!

事務所 kg 71 2 2.8% 2 100.0% 0.44 22.0%

現場 kg 使用なし 8 − 85 1062.5% 0 0.0%

事務所 ｍ3 24 29 120.8% 27 93.1% 21 78.5%

現場 ｍ4 73 59 80.8% 10 16.9% 1 10.0%

kg 55 52 94.5% 53 101.9% 48 90.6%

kg 100 100 100.0% 100 100.0% 100 100.0%

品目 103 162 157.3% 104 64.2% 97 93.3%

回 3 3 100.0% 3 100.0% 3 100.0%

水使用量の削減

 液化石油ｶﾞｽ(LPG)  
使用量の削減

   二酸化炭素排出量の   
削減

電気使用量の削減 

 ガソリン使用量の 
削減

   軽油使用量(現場)の   
削減

灯油使用量の削減

0.382 0.462 0.402㎏-CO2/kWh

一般廃棄物排出量の削減

グリーン購買の推進

環境に配慮した地域貢献活動

産業廃棄物のリサイクル率

環境経営目標 単位

環境経営実績（３期分）
２）実績年度： 2020年9月 〜 2023年8月

2023年度
2023.9~2024.8

実 績 値

2020年度 2021年度 
2021.9~2022.8

2022年度
2022.9~2023.8

− 7 −



６．環境経営計画と実施状況
〇･･･できている △･･･ある程度できている ×･･･できていない 

  実施   
状況

 ・不要箇所、不在時、昼休みなどは、消灯を徹底する 〇
 ・エアコン使用時は、設定温度を維持する △
 ・夏季は扇風機、冬季はストーブを併用する △
 ・冬季は重ね着やひざ掛け等を使用する 〇
 ・省エネタイプの電化製品の購入推進 〇
 ・エコドライブ(急発進･急加速･空ぶかし禁止)の遵守 △
 ・タイヤの空気圧チェック(月一回給油時に実施) 〇
 ・燃料使用量のチェック 〇
 ・不要な荷物は降ろし、必要な時だけ積載する。 △
 ・重機の定期点検の継続、施工開始時の点検を徹底する 〇
 ・低騒音、低振動、排気ガス対策重機の使用 〇
 ・分別種類ごとにボックスを設置する 〇
 ・分別の徹底を行う 〇
 ・コピー用紙の裏紙利用 〇
 ・PC出力の前にプレビューで確認する △
 ・各工事現場に分別ボックスを設置する ○
 ・工事施工中、ﾐｰﾃｨﾝｸﾞや分別状況調査を実施する 〇
 ・資機材納入会社との協力体制を再構築する △
 ・洗い物、手洗い時などの節水遵守 〇
 ・節水の啓発を促すポスター、ラベル等の掲示 〇
 ・自動水栓取り付け 〇
 ・現場使用(散水等)の水は、川や排水路の水を使用する。 〇
 ・消耗品等のグリーン購入 △
 ・燃費の良い自動車の採用 〇
 ・省エネ性能の高い製品の購入 △
 ・本社,倉庫周辺のクリーンボランティア ○
 ・ﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに積極的に参加する(年4回の実施) 〇
 ・地域の要請ボランティアへの参加 〇

  4月 ﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝ 8月 ﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝ   10月 ﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝ 1月 ﾛｰﾄﾞｸﾘｰﾝ  

環
境
活
動

グ
リ
ー
ン
商
品

目  的

二
酸
化
炭
素

具 体 的 な 実 施 項 目

水
使
用
量

産業廃棄物削減

廃
棄
物

電気使用量    
     削減

ｶﾞｿﾘﾝ･軽油の   
 使用量削減

一般廃棄物削減

地域貢献活動

購 入

節 水

− 8 −



・不要箇所等の消灯は、定着してきているが確実性のため確認を実施している
・節電を周知･推進するため、目に付くようポスターやラベルのデザインを変更した
・事務所の2階は男性が多く、暑いときのｴｱｺﾝ使用時の設定温度が低くなっているため、
 設定温度の変更をした（仕事の効率を考えて設定を変更した）
・初夏などは扇風機も使用せず、窓を網戸などにして対処した(道路沿いのため騒音が気になる)
・エコドライブ(急発進･急加速･空ぶかし禁止)の遵守は、毎月の会議の際に周知徹底している
・タイヤの空気圧チェック(月一回給油時に実施)も、会議にて周知徹底している
・燃料使用量のﾁｪｯｸは毎月行っているが、工事件数が増えているため、増加傾向にある
・不要な荷物は降ろすよう促し、工具等の貸出簿等で管理している
・重機の定期点検の継続、施工開始時の点検は徹底している
・自動車や重機などのアイドリングストップを心がけるよう指導している
・低騒音、低振動、排気ガス対策重機の使用は実施している
・分別種類ごとにボックスを設置し、分別の徹底を行った
・コピー用紙の裏紙利用については、使用できる用紙のみ使用
・FAX受信した際、紙での出力を止めてデータで受信するようになり、不要な紙が減った
・PC出力の前にプレビューでの確認は、毎月の会議の際に周知徹底している
・各工事現場に分別ボックスを設置し、分別の徹底を行った
・資機材納入会社と連携し、残資材等の回収を行った
・洗い物、手洗い時などの節水遵守のため、ポスター､ラベルを増やした
・事務所の水道メーターを設置したら、使用量が減少傾向にある
・現場使用(散水等)の水は、川や排水路の水の使用を継続している
・本社、倉庫周辺のクリーンボランティアを実施できた
・ロードクリーンボランティアに積極的に参加した
・地域の要請ボランティアへは積極的に参加した
・グリーン購入は、購入する消耗品が減っているため減少している
・年数が長い所有車を燃費の良い自動車に買い替えるなど段階的に進めている
・省エネ性能の高い製品の購入も段階的に進めている

グリーン商品かどうかというよりも、必要なものなの
かを考えて購入する。

このまま、本社内での取り組みは継続していく。ま
た、エアコンの温度設定は、業務効率と適正温度との
バランスを考慮しながら、注意喚起の掲示等を行い取
り組む。自社所有の車両については、年数が長くなっ
てきた車両の入れ替えを随時行っている。自動車だけ
でなく、重機のアイドリングストップに努めるように
従業員含め徹底していく。

環
境
活
動

環境活動 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動などには積極的に参加できている。本社､倉
庫周辺のｸﾘｰﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの実施ができた。

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動は引き続き積極的に参加しながら、ｸﾘｰﾝ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは曜日を決め実施する。

引き続き、ポスター掲示や水の使用の仕方を考え、節
水の周知徹底を行う。

一般廃棄物 段ボール・ペットボトル等は資源回収業者への持ち込み
等で、積極的にリサイクルに努めている。

リサイクル活動は引き続き行っていくが、排出量削減
に力を入れていく。

ﾘｻｲｸﾙ活動は引き続き行っていく。また、紙からﾃﾞｰﾀ
への移行を行い排出量削減に力を入れていく。

次年度の取組内容

水
使
用
量

そ
の
他

二
酸
化
炭
素

環境経営計画の実施と評価

産業廃棄物
削減

廃
棄
物

電気使用量
削減

ｶﾞｿﾘﾝ等  
使用量削減

７．環境経営計画の実施と評価、次年度の取組内容

 グリーン 
商  品

水使用量

産業廃棄物

  二酸化 
炭 素

目 的

エコアクションへの取組が定着してきている。事務所内
での取り組みは継続しつつ、契約の電子化を行った。し
かし、工事の中で自社施工の現場が多く、燃料の使用量
が増加した。現場での重機のアイドリングストップにつ
いては呼びかけを継続して行っているが、件数増加に伴
いさらなる周知徹底が必要と思われる。

評価の詳細説明

コンクリート･アスファルト殻等は、再生資源化施設へ
の持込を行い、積極的にリサイクルに努めている。
事務所での水使用量は多くはないが、洗い物をまとめて
行うなど、使用回数を減らしている。

消耗品等を購入する際に、事務所の在庫から現場で使用
してもらい、余分なものを頼まないようにしている。

購 入

地域貢献活動

節 水

一般廃棄物
削減

目  的
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８．環境関連法規等の順守状況の確認

法的義務を受ける主な環境関連法規制は以下のとおりである。 遵守評価 2024年8月1日 

証拠 判定

･事故時の措置と届出 法17条 事故の有無 −
･特定作業の届出 法6条 届出書 −

･排出基準の順守 法3条 記録類 −

･油及び有害な化学物質の流出事故時の措置と届出 法14条の2第2項 現場 事故の有無 −
･特定施設の届出 法5､7､9条 新設/変更時 届出書 −

･排出基準の順守 法12条 記録類 −

･委託基準:一般廃棄物収集業者の許可の確認 法2条3項､令4条4項 1回/年 総務 許可証 〇

法12条4 契約書

許可証 1回/年

･マニュフェスト交付 法12条3､ マニフェスト

 B2･D票90日､E票180日以内に送付されない場合は 法12条の5､ 新規交付時

 30日以内に知事へ報告 則8条20､ 又は

 A､B2､D､E票の保管(5年間) 則8条20~29 月末

･多量排出事業者の報告(1000t/年以上) 法12条､法12条の2 〇

･産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出 法12条3第6項､則8条27 6月末まで 報告書 〇

･自社による運搬時の表示､書類携行 則7条2の2 〇

･対象となる建設工事は届出必要 記録類 〇

･特定建設資材(ｺﾝｸﾘｰﾄ､ｺﾝｸﾘｰﾄと鉄からなる建設

  資材､木材､ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)が使われている工事

･建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金

  の額500万円以上

･対象機器の管理者の選定と定期点検､記録の保管 法規制改正 本社 〇

･フロン類の登録回収業者による適切な回収 法2､4条 廃棄時 委託確認書 〇

･フロン類回収時の委託確認書交付と 法19条の3 修理時 引取証明書

  引取証明書の保存(3年間)

･特定施設の事前届出(7.5kW以上) 法6条 新設/変更時 本社 新設の有無 − 今回
･地域別騒音基準の順守 法5条､S43告示1 日常管理(異常音) 現場 届出書 − なし

･特定施設の事前届出 法6条 新設/変更時 新設の有無 − 今回
･地域別振動基準の順守 法5条､S51告示環90 日常管理(異常音) 届出書 − なし

熊本県地下水保全条例 ･熊本県への揚水設備(ポンプ)の設置届 第1章第5条 本社 届出書 〇

・騒音に関わる特定施設等の届出 −
 (原動機2.25kW以上、7.5kW未満) −

・保守点検及び清掃 法8,9条 1回/3ヵ月 〇
・法定点検 法11条 1回/年 〇

    （1）環境関連法規の順守及び違反の有無
環境法規制の順守活動を行い、その順守評価を行った結果、環境関連法規への違反はありません。

    （2）指摘、訴訟等の有無  
環境法規制の順守活動を通して、過去3か月にわたり、関係当局より違反等の指摘はありません。
また、周辺住民からの苦情もなく、訴訟もありません。

水質汚濁防止法 今回 
なし

備考法規制等の名称 該当する要求事項(対応すべき事項)  条項            
(法律､規則､施行令)

点検･測定頻度､実
施時期

 担当 
 部署

順守状況

大気汚染防止法 今回 
なし

廃棄物処理法

･産廃収集運搬･処理業者の許可の確認､契約 総務 契約書･許可書 〇

総務 ﾏﾆﾌｪｽﾄ 〇

届出

ﾌﾛﾝ排出抑制法
〇

騒音規制法

建設ﾘｻｲｸﾙ法 総務
現場視察 〇

〇

対象外

記録類本社

振動規制法 現場

浄化槽法

熊本県生活環境の  
保全等に関する条例 条例第42条第1項 本社 届出書
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９．代表者による全体の評価と見直し

１）評価
 受注元請け工事の規模や件数によって変動する産業廃棄物の量や、

受注工事現場への距離などに左右されるガソリン使用量など、

数値目標を設定しても社員一人一人の努力だけでは達成が難しい項目があった。

また、今年度は前年度以上に保有車両の社内点検を強化し、

現場ごとのミーティング等でエコドライブへの意識付けを強化していた。

２）見直し・指示
 数値目標に対する社員一人一人の心掛けは継続しつつ、

努力だけでは達成が難しい項目については数値にとらわれず、

行動目標や取り組み内容を明確にし、実行することを指示した。

今後とも、全社一体となり環境経営を推進し、環境活動の重要性についての

認識を高めていくこととした。

2025年 1月 21日 　　　　　

三洲建設株式会社 　　

代表取締役　吉田洋平
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　《表紙》

写　真： 大口西部地区畑地帯総合整備事業

内　容： 大口西部の畑地帯を施工するにあたり、現場事務所前と

現場事務所近くの市道にソーラーによる照明設備を設置した。

自然エネルギーを活用し、電源設備の必要性がない

電気代不要、Co2排出ゼロな照明設備。

〒869-3205

　 宇城市三角町波多2886-9

　　TEL　0964-53-1373

　　FAX　0964-53-1541


